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ＩＣＴ施工の普及拡大に向けた取組



土木工事におけるICT施工の実施状況

○ 直轄土木工事のICT施工の実施率は年々増加してきており、2022年度は公告件数の８７％で実施。
○ 都道府県・政令市におけるICT土工の公告件数・実施件数ともに増加している。

単位：件

※「実施件数」は、契約済工事におけるICTの取組予定（協議中）を含む件数を集計。
※複数工種を含む工事が存在するため、合計欄には重複を除いた工事件数を記載。
※営繕工事を除く。

＜国土交通省の実施状況＞

＜都道府県・政令市の実施状況＞ 単位：件
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直轄工事におけるICT活用工事の実施状況
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令和４年度 ICT対象工事

発注者指定型 施工者希望Ⅰ・Ⅱ型 合計

ICT土工

公告工事件数 ７９０ １，２８２ ２，０７２

うちICT実施工事件数 ７８０ １，０１０ １，７９０

実施率 ９９％ ７９％ ８６％

ICT舗装工

公告工事件数 ４９ ３０８ ３５７

うちICT実施工事件数 ４９ １７７ ２２６

実施率 １００％ ５７％ ６３％

ICT浚渫工（港湾）

公告工事件数 ３４ ２１ ５５

うちICT実施工事件数 ３４ ２１ ５５

実施率 １００％ １００％ １００％

ICT浚渫工（河川）

公告工事件数 ９ １４ ２３

うちICT実施工事件数 ９ １３ ２２

実施率 １００％ ９３％ ９６％

ICT地盤改良工

公告工事件数 ２ ２０４ ２０６

うちICT実施工事件数 ２ １６８ １７０

実施率 １００％ ８２％ ８３％



ICT活用工事の実施状況
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※ 活用効果は施工者へのアンケート調査結果(令和4年度)の平均値として算出。
※ 従来の労務は施工者の想定値
※ 各作業が平行で行われる場合があるため、工事期間の削減率とは異なる。

○ ＩＣＴ施工の対象となる起工測量から電子納品までの延べ作業時間について、土工、舗装工及び浚渫
工（河川）では約３割、浚渫工（港湾）では約１割の縮減効果がみられた。

約33% 縮減

約35% 縮減

約34% 縮減

※ICT浚渫工(港湾)はＲ３年度

約16% 縮減
平均施工数量：48,667㎥

※令和3年度の値であり令和4年度は集計中



ICT施工における作業人員の削減効果について
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施工数量 代表機労材規格 備考

K1 ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）］16t級 賃料

K2 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 賃料

K3 －

R1 運転手（特殊）
R2 普通作業員
R3 －
R4 －
Z1 軽油　パトロール給油
Z2 －
Z3 －
Z4 －

市場単価 S －

材料

労務

機械

項目

10000㎥
以上

施工数量 代表機労材規格 備考

K1
ブルドーザ［湿地・ICT施工対応型・
排出ガス対策型（2011年規制）］16t級

賃料

K2
ICT建設機械経費賃料加算額
（ブルドーザ（ICT施工対応型））

賃料

K3
振動ローラ（土工用）
［フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）］11～12t

R1 運転手（特殊）
R2 －
R3 －
R4 －
Z1 軽油　パトロール給油
Z2 －
Z3 －
Z4 －

市場単価 S －

10000㎥
以上

機械

労務

材料

項目

〇ICT施工を実施する事により、現場の生産性向上に寄与することができる。
〇丁張設置による普通作業員の縮減、施工時の補助作業員によるオペレーターへの指示、施工結果が基
準値内かの判断をオペレーター自らが作業中に可能であることから、作業人員の縮減が可能である。
〇その省力化による効果にて、安全性の向上、他作業の実施等様々なメリットがある。

［土木工事標準歩掛の改定］
路体盛土工、路床盛土工の施工パッケージを改定

路床盛土 代表機労材規格一覧 路床盛土（ICT） 代表機労材規格一覧

施工合理化調査の結果を踏まえ標準歩掛を改定

省人化（普通作業員の削減）

路床盛土（通常施工） 路床盛土（ICT施工）



直轄工事におけるICT活用工事の受注実績分析

○地域を地盤とするC、D等級の企業※において、ICT施工を経験した企業は、受注企業全体の6割以上
○2022年度にＩＣＴ施工を新たに経験した企業は113社となった
○更なる生産性向上を図るため、引き続き中小企業への拡大が必要

※直轄工事においては、企業の経営規模等や、工事受注や総合評価の参加実績を勘案し、企業の格付け（等級）を規定

＜ICT施工の経験企業の割合＞

■一般土木工事の等級別ICT施工経験割合
（2016年度～2021年度の直轄工事受注実績に対する割合）

■一般土木工事の等級別ICT施工経験割合
（2016年度～2022年度の直轄工事受注実績に対する割合）
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ICT施工の普及拡大に向けた課題と対応策

◯ ICT施工の経験企業を増やし普及拡大を図るため、未経験企業へのアドバイスを行うアドバイザー制
度を展開。

◯ アドバイス内容の分析を行い、研修教材や事例集作成などに活用し更なる普及拡大を図る。

中部地方整備局 ＩＣＴアドバイザー制度関東地方整備局 ＩＣＴアドバイザー制度

四国地方整備局 ＩＣＴ専任講師制度
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九州地方整備局 ＩＣＴアドバイザー制度



関東地方整備局

○ 令和２年９月３０日に関東地方におけるＩＣＴ施工の普及を促進するため、施工者や発注者が持つ疑問点や課題等

について経験者からアドバイス等の支援を行う「関東地方整備局ICTアドバイザー制度」を設けた。

現在、令和５年１月３１日の２１社追加認定を経て、６０社のアドバイザーが活動している。

○ 今回、アドバイザー同士情報を共有し議論を行うことで、より効果的なアドバイザー活動とICT施工普及活動を促進

させることを目的に、「関東ICTアドバイザー意見交換会」をWEB形式で開催した。

令和５年度 関東ＩＣＴアドバイザー意見交換会 実施報告

ICTアドバイザー意見交換会 開催概要

●開催目的 ： ICTアドバイザー同士の情報交換、課題共有と改善策等の意見交換
●開催時期 ： 令和５年７月２７日（木）
●開催場所 ： WEB方式
●参 加 者 ： ICTアドバイザー（４４社） 事務局（６名）
●会議内容 ：① 活動報告の共有

活動回数が多い企業（７社）より、近年の活動について発表を実施
② 提案意見交換

事前依頼の提案書を基に、下記議題について意見交換を実施
・現行のアドバイザー制度の改善点
・依頼者（施工者・発注者）との調整における改善点
・事務局で提供している資料・情報の改善点
・今後のアドバイザー活動の方針について

③事務局からの報告

○令和４年ＩＣＴアドバイザー支援概要

ＩＣＴアドバイザー３０社（前年度１７社）により、計１０２回（前年度３６
回）の支援

ICTアドバイザーからの主な意見及び対応

意見交換会の様子

・アドバイザーの活動報告を全体に共有して頂きたい
→ＨＰに主な活動をまとめた活動報告事例集を掲載予定
・１社でのサポートだとその方法や提案に偏りが出てしまうため、複数社での
課題解決ができるとよいのではないか
・アドバイザーの活動を活発化させるために、今後も意見交換会の継続が必要
→意見交換会実施によりアドバイザー間のつながりを築くきっかけを構築出来た
今後も意見交換会を実施し、アドバイザー制度の活性化を進める予定

ICTアドバイザーについて
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※施工業者向けと発注者向けの重複箇所あり

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

施工業者向け 281 356 348 441 108 138 179
発注者向け 363 373 472 505 169 226 338
合計※ 644 729 820 946 277 364 517

■i-Constructionに関する研修

○R２から比べ年々研修回数は増加しつつあり、開催方法も工夫し開催している。
対面とオンラインを併用し、また座学と実習を行うなど多種の講義を実施。

中小企業等におけるICT活用拡大に向けた取組
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東北地方整備局の事例

令和４年度 i-Construction（ICT活用工事）セミナーの開催）
【研修概要】
・東北地方整備局、（一社）日本建設機械施工協会、東北建設業協会連合会、東北６県による共同開催
・建設会社、コンサルタント、発注者などを対象に東北６県で６回開催
・3次元計測、ICT建設施工の精度管理などの留意点を解説するなど、ICT活用工事の実践的な講義内容
・ICT活用工事の事例として、R3みちのくi-Construction奨励賞受賞者からの事例紹介を実施

秋田県会場 講習状況

岩手県会場 奨励賞受賞者

タイトル 内　　容 講　　師
R4年度のICT活用工事
東北地方整備局の取組

ICT活用工事の概要とR3年度の内容、等 国土交通省の方針
奨励賞受賞者からの事例紹介

東北地方整備局の担当者
各開催地県の奨励賞受賞者

R4年度のICT活用工事
県の取組

県が取り組むICT活用の内容、等 各開催地県の担当者

ICT活用工事の実践
・3次元計測の精度管理
・ICT建機施工の精度管理
・3次元データの実務的運用と活用　等

JCMA東北支部
情報化施工技術委員会メンバー

青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 計
開催地 R4 青森市(9/7) 滝沢市(9/6) 仙台市(8/2) 秋田市(8/3) 山形市(8/10) 福島市(9/9) 6会場

受講者数 R4 36 30 31 52 31 26 206

開催県



東北地方整備局
R4年度 ＩＣＴ地元経営者向けセミナーの開催（東北地方整備局）

【目 的】
ICT導入の投資メリットを、地元中小規模の企業経営者クラスの方に直接理解していただき、ICT活用の拡大を図る

【受講対象者】
東北地方の中小規模の企業経営者

【講 師】
・東北地方で活躍するICTトップランナー企業の経営者クラスの方
・東北経済産業局 地域経済産業局 製造産業・情報政策課
・東北地方整備局 企画部 施工企画課

会場 福島県会場（共同開催※1） 青森県会場

日時 令和4年11月9日 令和4年12月7日

講師※2 大森建設（株）
技術営業部長 石井氏

（株）小原建設
代表取締役社長 小原氏

受講者数 27人 9人

【講義内容】

講義名 内容

i-Constructionの概要 東北地方整備局の取組 など

中堅・中小企業等のデジタル
化関連支援策について

IT機器導入補助金等の紹介及び導入事例 など

ICTトップランナーからの講義 ・ICT導入への投資判断
・どこから（何から）着手したのか
・小規模工事への展開
・補助金等の活用
・人材確保への効果及び対応
・ICT導入に踏み切れていない方へのメッセージ など

アンケート結果（３２社回答）

【福島県会場】 【青森県会場】

・アンケート結果を踏まえて、R5年度も継続実施を検討
・共同開催することでより受講者数の増加が見込まれる。

※１ 福島県土木部主催の経営講座と共同開催
※２ 東北建設業協会連合会推薦

88%

9%

3%

講義内容について（青森・福島）

■ 参考になった
■ どちらとも言えない
■ 参考にならなかった

コメント抜粋

・ICTサポーター制度で活用できる情報が得られた。

・技術者数の現状と生産性向上の施策について参考

になった。

・トップランナーの講義のなかで職場の雰囲気の情報

もありよかった。
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○R4年度の支援状況について

・人材・組織
アドバイザー相談窓口の設立

・ICT施工技術支援者
「県技術センター等の職員」を想定

支援

〇ＩＣＴ施工技術支援者育成取組 （Ｒ３～ ）
・中小建設業におけるICT施工の普及促進にむけて、ICT施工の指導・助言が行える人材・組織を全国各地に育成

＜中小建設業における課題＞
・ＩＣＴ施工に踏み出せない企業が多い
・ＩＣＴ施工に対応できる技術者不足
・ＩＣＴ施工の技術者指導体制がまだまだ不足

＜ICT施工の専門知識を習得＞

・ＩＣＴを活用した施工計画の立案や運用の課題について、
座学や実現場を用いた教育・訓練

★国交省がＩＣＴ専門家を県へ派遣し、「人材・組織の育成」の実施をサポート

●R5年度の対象自治体について

自治体職員等がICT施工に関する知見を習得し、
自治体自ら中小建設業へのICT施工の普及活動 を
行う意欲のある自治体を選定した。

○Ｒ５対象自治体（６自治体）
茨城県、和歌山県、香川県、熊本県、沖縄県、北九州市

ICT施工の普及に関する取組み（施工技術支援者育成）
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支援対象自治体（６自治体） ： 北海道、埼玉県、福島県、香川県、大分県、沖縄県

県職員（１０名）、施工業者（３２名）を対象とし、ICT基準類の説明、県内の取組事例、現場での実演を
実施。

座学実施状況 TLS実演状況 TS実演状況 点群データ取得実演状況（鏡台）

【実施状況】

●自治体支援実施例（沖縄県）



ICT建設機械等認定制度

○ICT施工の中小企業等への普及拡大に向け、従来の建設機械に後付けで装着す
る機器を含め、必要な機能等を有する建設機械を認定し、その活用を支援

○令和5年9月14日時点でICT建設機械等※（後付装置含む）として73件を認定
※ＩＣＴ建設機械とは、建設機械に工事の設計データを搭載することで、運転手へ作業位置をガイダンスする
機能や運転手の操作の一部を自動化する機能を備えた建設機械

■主なＩＣＴ建設機械

ICT振動ローラ ICTﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ

ICT建機認定イメージ

【ICT建設機械等認定イメージ】

ICT後付け機器認定イメージ

ICTブルドーザICTバックホウ

■認定表示

情報通信技術（Information and Communication 
Technology）の略称であるICTの小文字「ict」をメカニカルなデ
ザインで表現しつつ、上部には情報通信の要である電波、
「ict」の下部をつなぐ横線はICT建設機械が作り上げる土木建
設を表しています
配色である白地に赤は日本をイメージしています。

申請

ব
ଅ
ઐ
ৢ

ऋ
ੳ


公表

Ｈ
Ｐ
で
公
表

現
場
で
活
用

活用表示

認
定
表
示

建
機
・
測
器
メ
ー
カ
等

■認定フロー
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（ICT施工を巡る各種取り組み）
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i-Constructionとインフラ分野のDXの関係

インフラ分野のDX（業務、組織、プロセス、文化・風土、働き方の変革）

バーチャル現場

デジタルツイン

建機の自動化・自律化

VRでの現場体験、3Dの設計・施工協議の実現

国土交通データプラットフォーム地図・地形
データ

気象
データ

交通（人流）
データ

防災データ

エネルギー
データ

施設・構造
物データ

ハザードマップ（水害リスク情報）の3D表示

AIを活用した画像判別

イ
ン
フ
ラ
の
利
用
・

サ
ー
ビ
ス
の
向
上

建機メーカー建設業界
建設コンサルタント 等

ソフトウェア、通信業界
サービス業界

占用事業者

デジタルデータの連携リスク情報の3D表示により
コミュニケーションをリアルに

イ
ン
フ
ラ
の
整
備
・

管
理
等
の
高
度
化

AIにより交通異常検知の判断・点検等を効率化

特車通行手続の

即時処理

地下空間の3D化

所有者と掘削事業者の

協議・立会等の効率化

河川利用等手続きの

オンライン24時間化

ICT施工

コンクリート工の規格の標準化

施工時期の平準化

あらゆる建設生産プロセスでICTを全面的に活用
【３次元測量】 【ICT建機による施工】

BIM/CIM

受発注者共に設
計・施工の効率化・
生産性向上

定型部材を組み合わせた施工

平準化された工事件数

現状の工事件数

２か年国債・ゼロ国債の設定

i-Construction（建設現場の生産性向上）

自律施工技術・自律運転を活用した建設生産性の向上
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国土交通省インフラ分野のDX推進本部の開催状況について

令和2年 7月29日 第1回
—インフラ分野のDX推進本部の立ち上げ

令和2年10月19日 第2回
令和3年 1月29日 第3回

—インフラ分野のDX施策の取りまとめ

令和3年11月 5日 第4回
令和4年 3月29日 第5回

—インフラ分野のDXアクションプランの策定

令和4年 8月24日 第6回
—インフラ分野のDXアクションプランの

ネクスト・ステージに向けた挑戦を開始

令和5年 3月22日 第7回
— 「インフラ分野の DX アクションプラン第２版」とりまとめ に向けて
— インフラ分野の DX アクションプラン第２版 骨子（案） （R5.4）

令和5年 7月26日 第8回
－「インフラ分野の DX アクションプラン第２版」への改定について

設置趣旨：社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に
社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や
働き方を変革し、インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現すべく、省横断的に取組み
を推進するインフラ分野のDX推進本部を設置。

開催実績

インフラ分野のDXアクションプラン（第2版）の策定（R5.8）

デジタル技術の活用状況を整理した「インフラDXマップ」（R5.8）
－インフラ分野のDXアクションプラン（第2版）の策定（R5.8）
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インフラ分野のDXで目指す姿

デジタル技術とデータの力により、インフラの生産性を高めるとともに、新たな価
値を創出するためには、絶え間ない業務変革を組織的に実施することが必要

変革し続ける組織

実現を目指す20～30年後の将来の社会イメージの例（第５期 国土交通省技術基本計画より）

国土交通省に関連する分野におけるSociety5.0の具体例とも言える、上記の「将来の社会イメージ」を実現すべく、

①国土、防災・減災 ②交通インフラ、人流・物流 ③くらし、まちづくり

④海洋 ⑤建設現場 ⑥サイバー空間

インフラ分野のDXの
目指すべき将来像

15



インフラ分野全般でDXを推進するため 分野網羅的

業
界
内
外
・
産
学
官
も
含
め
て
組
織
横
断
的

に取り組む

に
取
り
組
む

～現場にしばられずに
現場管理が可能に～

分野網羅的、組織横断的に取り組む

1.「インフラの作り方」の変革 2.「インフラの使い方」の変革

データの力によりインフラ計画を高度
化することに加え、i-Construction
で取り組んできたインフラ建設現場
（調査・測量、設計、施工）の生
産性向上を加速するとともに、安全
性の向上、手続き等の効率化を実
現する

インフラ利用申請のオンライン化に加
え、デジタル技術を駆使して利用者目
線でインフラの潜在的な機能を最大限
に引き出す（Smart）とともに、
安全（Safe）で、持続可能
（Sustainable）なインフラ管理・
運用を実現する

「国土交通データプラットフォーム」をハブ
に国土のデジタルツイン化を進め、わかり
すく使いやすい形式でのデータの表示・
提供、ユースケースの開発等、インフラま
わりのデータを徹底的に活かすことにより、
仕事の進め方、民間投資、技術開発が
促進される社会を実現する。

3. 「データの活かし方」の変革

自動化建設機械による施工

ハイブリッドダムの取組による
治水機能の強化と水力発電の促進

地図・地形
データ

気象データ

交通（人流）
データ 防災データ

エネルギー
データ

施設・構造物
データ

国土交通データプラットフォームでのデータ公開

周辺建物の被災リスクも
考慮した建物内外にわた
る避難シミュレーション

３D都市モデルと連携した
３D浸水リスク表示、都市
の災害リスクの分析

データ連携による情報提供推進、施策の高度
化

自動化・効率化による
サービス提供

今後、xROAD・サイバーポート（維持管理情報）等と連携拡大
空港における地上支援業務
（車両）の自動化・効率化

VRカメラで撮影した線路を
VR空間上で再現

VRを用いた
検査支援・効率化

～賢く”Smart”、安全に“Safe“、
持続可能に“Sustainable”～

～より分かりやすく、
より使いやすく～

～現場にしばられずに
現場管理が可能に～

公共工事に係るシステム・手続きや、
工事書類のデジタル化等による
作業や業務効率化に向けた取組実施
・次期土木工事積算システム等の検討
・ICT技術を活用した構造物の出来形確認
等
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「インフラDXマップ」の作成

活用しているデジタル技術で分類

３
本
柱
の

イ
ン
フ
ラ
分
野
で
分
類

〇 各部局の個別施策について
縦軸 ： ３本柱のインフラ分野で分類

（① インフラの作り方の変革、 ② インフラの使い方の変革、 ③データの活かし方の変革）
横軸 ： 個別施策が活用しているデジタル技術で分類

〇 この分析により、活用が進むデジタル技術の分野など、組織横断的な横共有が可能に

全施策数 現実空間⇒サイバー空間 サイバー空間の内部 サイバー空間⇒現実空間

データ取得 データ整形・管理 データ分析・処理 通信・
セキュリティ データ利活用

ドローン・
センシング・
人工衛星・
GNSS

画像取得
(カメラ)

デジタル
手続

ノイズ除去・
変換

データ管理 統計分析 画像解析 機械学習・
AI

自然言語
処理・
生成AI

通信・
セキュリティ
(LPWA、
ﾛｰｶﾙ5G等)

ダッシュボー
ド等での可
視化

3次元での
可視化

API連携・
データ提供

データの
機械・
設備への
活用

①インフラの作り方の変革 19 7 5 0 1 1 0 2 3 0 4 11 12 1 15
設計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
設計・施工 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 5
施工 11 7 5 0 1 1 0 2 3 0 4 4 4 0 9

②インフラの使い方の変革 37 20 17 6 3 4 3 14 11 0 3 15 5 6 7
運用 26 14 10 6 2 3 1 9 8 0 3 11 3 5 6
インフラ施設の管理・操作 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1
交通施設の運用・自動運
転 6 4 4 1 2 2 0 3 4 0 1 3 1 2 0
除草・除雪 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
災害把握・復旧 6 5 4 1 0 1 1 5 2 0 1 3 2 1 1
書類・手続き 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
保全 11 6 7 0 1 1 2 5 3 0 0 4 2 1 1
③データの活かし方の変革 30 12 7 2 3 9 1 4 5 1 4 21 15 12 5
データの標準化 5 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 4 2 2 1
技術開発・環境の基盤整
備 4 2 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 2 2 2

データの収集・蓄積・連携 15 5 2 2 2 7 1 2 3 1 1 11 9 8 1
利用者・国民への発信 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 117
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18

インフラ分野のDXアクションプラン（第２版）について



組織横断的なDX推進体制の強化

19



国土交通省が進めるデータプラットフォームの取組

国土交通省が進めるデータプラットフォーム
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３Dデータ・デジタル空間の活用

３Dデータ・デジタル空間の活用
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第10回 BIM/CIM推進委員会
資料1 R5.8.10

ＢＩＭ/ＣＩＭ

22

BIM/CIM：Building/Construction Information Modeling, Management の略。
建設事業で取扱う情報をデジタル化することにより、受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事

業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ること。
情報共有の手段として３次元モデルや参照資料を使用する。

３次元形状データ 属性情報
（部材等の名称、規格等）

２次元図面、報告書等の
３次元モデル以外の情報

調査・測量 設計 工事 維持・管理

• 事業計画の検討
• 点検、走行シミュレーション

• 地形、地質の視覚化
• 希少種等の生息範囲の

重ね合わせ検討

• 施工ステップの確認
• 自動化施工、出来形管理

で活用

• 自動計測、記録
• 遠隔監視、診断

BIM/CIMで使用する情報

BIM/CIM適用の流れ （情報の連続性が重要）

BIM/CIMの意義 ： データの活用・共有による受発注者双方の生産性向上



第10回 BIM/CIM推進委員会
資料1 R5.8.10

令和5年度からのBIM/CIM原則適用

23

データの活用・共有による受発注者双方の生産性向上BIM/CIMの意義

R5原則適用

発注者

納
品

納
品

納
品

貸
与

貸
与

貸
与

貸
与

納
品

納
品

納
品

納
品

測量者調査者予備
設計者

詳細
設計者

施工者 補修者点検者

２．DS（Data-Sharing）の実施（発注者によるデータ共有）

１．活用内容に応じた ３次元モデルの作成・活用

3次元モデルを作成するという手段を目的化するのではなく、業務・工事ごとに発注者が
活用内容を明確にした上で、必要十分な３次元モデルを作成・活用する

将来的なデータ管理に
向けた第一歩として、
業務、工事の契約後
速やかに、受注者に設
計図書の作成の基と
なった情報を説明する
ことを発注者に義務づ
ける

「視覚化による効果」を中心に未経験者
も取組可能な内容とした活用内容
すべての詳細設計・工事において適用

義
務
項
目

①出来あがり全体イメージの確認
②特定部の確認（２次元図面の確認補助）

・立体交差部
・既設構造物等との接続部
・２ｍ以上の高低差がある掘削・盛土の施工部
・l橋梁の上部工・下部工の接続部 等

施工段階 ①施工計画の検討補助
②２次元図面の理解補助
③現場作業員等への説明

推
奨
項
目

詳細設計段階

「視覚化による効果」の他「３次元モデ
ルによる解析」など高度な活用内容

大規模な業務・工事や条件が複雑な
業務・工事を中心に、積極的に活用

トンネルと地質の位置確認



第10回 BIM/CIM推進委員会
資料1 R5.8.10

令和５年度BIM/CIM原則適用の概要

24

DS（Data-Sharing）の実施（発注者によるデータ共有）

確実なデータ共有のため、業務・工事の契約後速やかに発注者が受注者に設計図書の作成の基となった情報の
説明を実施

活用目的（事業上の必要性）に応じた３次元モデルの作成・活用

業務・工事ごとに発注者が活用目的を明確にし、受注者が３次元モデルを作成・活用
活用目的の設定にあたっては、業務・工事の特性に応じて、義務項目、推奨項目から発注者が選択
義務項目は、「視覚化による効果」を中心に未経験者も取組可能な内容とした活用目的であり、原則すべての詳細設
計・工事において、発注者が明確にした活用目的に基づき、受注者が３次元モデルを作成・活用する

推奨項目は、「３次元モデルによる解析」など高度な内容を含む活用目的であり、一定規模・難易度の事業におい
て、発注者が明確にした活用目的に基づき、受注者が１個以上の項目に取り組むことを目指す（発注者が受注者の提
案について妥当性を認めた場合、発注者が推奨項目を選択していない業務・工事であっても積極的な活用を実施）

測量
地質・土質調査 概略設計 予備設計 詳細設計 工事

３次元モデル
の活用

義務項目 － － － ◎ ◎
推奨項目 〇 〇 〇 〇 〇

◎：義務 〇：推奨
対象とする範囲

積算

土木設計業務共通仕様書に基づき実施
する設計及び計画業務
土木工事共通仕様書に基づく土木工事
（河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム
工事、道路工事）
上記に関連する測量業務及び地質・土
質調査業務

対象とする業務・工事

対象としない業務・工事 単独の機械設備工事・電気通信設備工事、維持工事
災害復旧工事

３次元モデル作成費用については見積により計上（これまでと同様）

• 出来あがり全体
イメージの確認

• 特定部※の確認

※ 複雑な箇所、既設との干渉箇所、
工種間の連携が必要な箇所等
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３次元モデルの活用（義務項目）

義務項目は、業務・工事ごとに発注者が明確にした活用目的に基づき、受注者が３次元モデルを作
成・活用するものとする。３次元モデルの作成にあたっては、活用目的を達成できる程度の範囲・精
度で作成するものとし、活用目的以外の箇所の作成は問わないものとする。

なお、設計図書については、将来は３次元モデルの全面活用を目指すものの、当面は２次元図面を
使用し、３次元モデルは参考資料として取り扱うものとする。

活用目的 適用するケース 活用する段階

視
覚
化
に
よ
る
効
果

出来あがり全体イメージ
の確認

・ 住民説明、関係者協議等で説明する機会がある場合
・ 景観の検討を要する場合

詳細設計

特定部の確認
（２次元図面の確認補助）

・ 特定部を有する場合

※ 特定部は、複雑な箇所、既設との干渉箇所、工種間
の連携が必要な箇所等とし、別による。
詳細度３００までで確認できる範囲を対象

詳細設計

施工計画の検討補助
・ 設計段階で３次元モデルを作成している場合

※ ３次元モデルを閲覧することで対応（作成・加工は含
まない）

施工２次元図面の理解補助

現場作業員等への説明

詳細度 ２００～３００程度※1

※1 構造形式がわかるモデル ～ 主構造の形状が正確なモデル

属性情報※2

※2部材等の名称、規格、仕様等の情
報

オブジェクト分類名※3のみ入力し、その他は任意とする。
※3 道路土構造物、橋梁等の分類の名称

25

3次元モデルの活用 義務項目

3次元モデル作成の目安
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３次元モデルの活用（推奨項目）

一定規模・難易度の事業については、義務項目の活用に加えて、推奨項目の例を参考に発注者が明確に
した活用目的に基づき、受注者が１個以上の項目に取り組むことを目指すものとする。（該当しない業務・
工事であっても積極的な活用を推奨）

活用目的 活用の概要 活用する段階

視覚化によ
る効果

重ね合わせによる
確認

3次元モデルに複数の情報を重ね合わせて表示す
ることにより、位置関係にずれ、干渉等がないか
等を確認する。
例：官民境界、地質、崩壊地範囲など

概略・予備設計
詳細設計
施工

現場条件の確認
3次元モデルに重機等を配置し、近接物の干渉等、
施工に支障がないか確認する。

概略・予備設計
詳細設計
施工

施工ステップの確
認

一連の施工工程のステップごとの3次元モデルで
施工可能かどうかを確認する。

概略・予備設計
詳細設計
施工

事業計画の検討
3次元モデルで複数の設計案を作成し、最適な事
業計画を検討する。

概略・予備設計
詳細設計

省力化・省
人化

施工管理での活
用

3次元モデルと位置情報を組み合わせて、杭、削
孔等の施工箇所を確認や、AR、レーザー測量等と
組み合わせて出来形の計測・管理に活用する。

施工

情報収集等
の容易化

不可視部の3次元
モデル化

アンカー、切羽断面、埋設物等の施工後不可視と
なる部分について、3次元モデルを作成し、維持管
理・修繕等に活用する。

施工

26

トンネルと地質の位置確認

重機の施工範囲確認
※地形は点群取得

供用開始順の検討

掘削作業時にARと比較

3次元モデルの活用 推奨項目 例
※先進的な取組をしている事業を通じて、

３次元モデルのさらなる活用方策を検討
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BIM/CIM 今後の検討について

〇令和５年度からのBIM/CIM原則適用により、中小規模の企業を含め裾野を拡大
〇更なるBIM/CIMの効果的な活用により、建設生産・管理システムの効率化を図るとともに、

紙を前提とする制度からデジタル技術を前提とする効率的な制度への変革を目指していく

維持管理の高度化

CDE（共通データ環境）構築

完成イメージ

支障確認

多少 適用数

高

低

ああああ

デ
ー
タ
の
活
用
度
合

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
度
合

人の作業が主

コンピュータに

よる処理が主

R5原則適用で
適用数を拡大

モデル事務所での検討により
活用内容の高度化を図る

デジタル技術を
前提とする変革へ

順次拡大を図る

①

②

③

④

建設生産・管理システムの
更なる効率化を図る
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76384011

累計事業数(令和４年度末時点） 業務：１９６６件 工事：１２９１件 合計：３２５７件

132121

工事
業務

212

361

515

757

BIM/CIM活用業務・工事の推移（令和5年3月31日時点）

※ICT工事について、計上していない可能性あり

994

令和４年度までのBIM/CIM活用業務・工事の件数推移
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２つの目的
１．工事施工中のオリジナルデータのICT-PFを介した利活用
２．受発注者が使用する情報共有ASPのICT-PFを介しての相互連携

ICTプラットフォーム（案）のイメージ

○建設現場の監督・検査に用いるデータを一括して取り扱うプラットフォームを構築し、ペーパーレス化・オンライン化を行
い、納品、施工後の維持管理までのデータ管理の効率化を推進する。

･ 情報共有システム（ASP）や民間のクラウドサービス等を連携し、デジタルデータの受渡しができる。
・ 協調領域として「官民共有ストレージ」「民間データへのリンク機能」「認証・セキュリティ」等の機能を有する。

ICTプラットフォーム：

Before After
受注者ごとに異なるシステムへのアクセス
が必要。

協調領域を設けることで、データの受渡し
の効率化に繋がる。

ICTプラットフォーム（仮称） 工事の監督・検査の効率化

29



工程会議当日

工程会議前まで

作成・提出

工程表の授受

工程表とりまとめ
総括表作成

工程表の共有

週間工程会議（WEB）

工程会議前まで

工程会議当日

工程表の授受

週間工程会議（WEB）

遠隔臨場URLの授受

遠隔臨場（WEB）遠隔臨場（WEB）

作成・提出

ICT-PF

工程会議後

工程会議後

共有

【現行の流れ（例）】 【ICTプラットフォーム（仮称）導入後の流れ（例）】

工程表の予定に直接アクセス

工程調整等

・記載内容に定型はない。
・工程の統合、比較がしづらい。

立会等の予定を調整、更新

※立会予定に
遠隔臨場のアドレス（URL）を設定

（受注者→発注者）

（発注者）

（発注者→受注者）

（発注者）

（発注者・受注者）

＜発注者が行っている作業＞
・各社の工程を調整
・不具合部分の修正を受注者へ依頼
・修正された工程表をメール等で再度共有

（発注者・受注者）

（受注者→発注者）

（受注者→発注者）

工程情報による週間工程会議の作業の効率化

30



各社で作成内容がまちまちで確認しにくい
・体裁・記載する内容が異なる。
・期間（１週間、２週間、・・）が異なる。

現行
（PDF閲覧ソフト上で確認）

ICTプラットフォーム（仮称）導入後
（専門画面上で確認、調整）

A工事

B工事

A工事＋Ｂ工事

同一画面上から、同一の体裁で一括表示。
確認しやすい。
その場で調整後の予定に更新・共有できる。
遠隔臨場システムに直接アクセス可能

工程情報による週間工程会議の作業の効率化
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本運用システム整備・運用開始に向けた今後の進め方

32

～ R4 R5 R6以降

工程情報

図面情報
品質・出来形情報
写真情報
書類決裁情報

構築した
プロトタイプ
による試行
（四国地整）

試行拡大
（８地整）

利活用
・機能要件
検討

仕様検討
（協議会） システム開発

構築
した
プロトタ
イプによ
る試行
（出来
形情
報）

システム
開発

仕様検討
（協議会）

一部
運用

本格
運用

順次
運用
開始

試行拡大

プロト
タイプ
構築
（出来
形情
報）
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設計からICT建機への円滑なデータの引き渡しについて

課題・議論する内容 関連団体

・ソフトウェアの互換性について
buildingSMART Japan・ＯＣＦ・
日本建設機械施工協会・日本測量機器工業会・
日本橋梁建設協会

・３次元モデルの納品フォルダについて 今後実施予定

・鋼橋の設計から工場製作を円滑に実施す
るための連携

建設コンサルタンツ協会・日本橋梁建設協会

・設計からICT建機への円滑なデータの引き
渡しについて

ICT導入協議会

・測量成果の更なる活用について
建設コンサルタンツ協会・全国建設業協会・
全国測量設計業協会連合会・
日本測量調査技術協会・日本測量協会

・地質調査成果の更なる活用について
建設コンサルタンツ協会・
全国地質調査業協会連合会

・国際委員会の動向調査 buildingSMART Japan

第10回BIMCIM推進委員会（令和5年8月10日開催）資料より



設計からICT建機への円滑なデータの引き渡しについて

目指す方向

■設計と施工で円滑なデータの引き渡しを行い追加コストが少なくICT建機で利用可能とする。

■電子成果品（土工形状モデル（ALIGMENT_GEOMETRY）フォルダ）に格納されているLand-xml
データを有効活用する。

BIM/CIMモデル フォルダ内格納データ

TINデータ

変換

LandXMLデータの有効活用
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Land-xmlデータ
（土工形状モデルに格納）

TINデータ


